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高
槻
市
議
会
は

閉
会
中
の
た
め
、
市

議
会
と
し
て
決
議
は

上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
１
０
月

１
１
日
の
議
会
運
営

委
員
会
で
話
し
合

い
、
市
長
と
議
長
の

連
名
で
抗
議
文
を
北

朝
鮮
の
金
正
恩
委
員

長
に
出
し
ま
し
た
。

抗
議
文
を
上
げ
る
よ

う
、
日
本
共
産
党
と

し
て
も
議
会
に
働
き

か
け
ま
し
た
。

　
日
本
共
産
党
は
北

朝
鮮
に
よ
る
弾
道
ミ

サ
イ
ル
発
射
を
厳
し

く
糾
弾
し
、
北
朝
鮮

の
軍
事
的
挑
発
の
エ

ス
カ
レ
ー
ト
を
抑
え

る
国
際
社
会
の
協
調

し
た
外
交
的
対
応
を

急
ぐ
こ
と
を
求
め
て

い
ま
す
。10
月
13
日
、

参
院
外
交
防
衛
委
員

会
で
、
日
本
共
産
党

の
山
添
拓
議
員
は
拉

致
問
題
や
核
・
ミ
サ

イ
ル
開
発
な
ど
を
包

括
的
に
解
決
す
る
と

し
た
日
朝
平
壌
宣
言

な
ど
に
基
づ
き
、
北

朝
鮮
に
非
核
化
と
平

和
の
た
め
の
交
渉
に

応
じ
る
よ
う

求
め
る
べ
き

だ
と
政
府

に
求
め
て

い
ま
す
。

市
独
自
の
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価
高
へ
の
支
援

市
独
自
の
物
価
高
へ
の
支
援

高
槻
市
で
も
抗
議
　

高
槻
市
で
も
抗
議
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支
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支
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国
の
交
付
金
を
利
用

し
て
市
独
自
の
支
援
が

行
わ
れ
ま
す
。
総
額
約

11
億
８
千
２
０
０
万
円

の
う
ち
、
市
負
担
は
約

４
億
６
千
８
０
０
万
円
で

す
。
日
本
共
産
党
議
員
団

が
求
め
て
い
た
、
事
業
者

支
援
な
ど
盛
り
込
ま
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
だ

け
で
は
不
十
分
で
す
。
国

で
消
費
税
を
５
％
に
減
税

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

●
障
害
者
手
当
受
給
者
に

支
援
金
:
２
万
円
︵
12

月
中
に
給
付
予
定
︶

対
象
者　
特
別
障
害
者
手

当
等
、
特
別
児
童
扶
養

手
当
、
障
害
児
福
祉
手

当
の
受
給
者

対
象
人
数　
約
１
６
６
０

人
●
就
学
前
児
童
を
育
て

る
保
護
者
に
支
援
金
:

子
ど
も
１
人
に
２
万
円

︵
申
請
受
付
12
月
~
２

月
末
。

対
象
者　
今
年
10
月
１
日

時
点
で
高
槻
市
内
に
住

民
票
が
あ
る
就
学
前
児

童
。
来
年
２
月
末
ま
で

に
市
内
に
転
入
し
た
児

童
や
２
月
に
生
ま
れ
た

乳
児
は
３
月
末
ま
で
に

申
請
受
付

対
象
児
童
数

約
１
万
９
０
０
０
人

●
個
人
事
業
主
・
中
小
企
業

運
送
事
業
者
:
市
内
に

事
業
所
が
あ
る
運
送
事

業
者
に
対
し
て
、
中
小

法
人
10
万
円
、
個
人

事
業
主
５
万
円
と
、
追

加
支
援
金
は
ト
ラ
ッ
ク

１
台
に
つ
き
︵
軽
・
小

型
︶
２
万
円
、︵
普
通
︶

４
万
円
を
支
給

事
業
者
:
市
内
の
中
小
事

業
者
に
対
し
、
中
小
法

人
10
万
円
、
個
人
事
業

主
５
万
円
を
支
給
︵
他

の
支
援
金
と
併
用
不

可
︶。

申
請
期
間
は
11
月
末
か
ら

２
０
２
３
年
１
月
末
頃

を
予
定

●
社
会
福
祉
施
設
︵
高
齢

者
・
障
害
福
祉
等
︶
:

１
施
設
あ
た
り
10
万
円

~
20
万
円
を
支
給

●
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
:
市
が
定
め
る
目
的

に
沿
い
事
業
を
行
っ
て

い
る
こ
と
。
配
食
数
に

応
じ
て
支
援
す
る
。
１

事
業
者
あ
た
り
15
万
円

~
80
万
円
を
支
給

●
教
育
・
保
育
施
設
:
幼

稚
園
や
保
育
所
、
認
定

こ
ど
も
園
等
に
対
し
て
、

１
施
設
あ
た
り
10
万
円

~
20
万
円
を
支
給

●
農
家
:
年
間
販
売
金

額
が
１
万
円
~
50
万
円

の
農
家
に
対
し
て
５
千

円
~
１
万
円
を
市
が
支

給
、
50
万
円
以
上
は
大

阪
府
も
１
万
円
~
30
万

円
支
給
し
ま
す
。

北朝鮮のミサイル発射に抗議北朝鮮のミサイル発射に抗議
平和的・外交的解決へ全力平和的・外交的解決へ全力

日本共産党日本共産党

憲法カ
フェに参加しまし

憲法カ
フェに参加しました

　11 月 6 日、新日本婦人の会の憲法カフェ（日本国憲法の学
習会）に出席しました。いわさきちひろさんの挿絵が入った井
上ひさしさんの「子どもに伝える日本国憲法」という本や、明
日の自由を守る若手弁護士の会が作った「あすわか憲法かるた」
をみんなで読みました。
　憲法で保障されていることは、どれも大事なことです。絵本
やカルタに憲法のことがわかりやすく書かれ、かわいい絵本に
親しみを感じます。みんなに見てもらいたいです。機会があっ
たらまたやりたいとも思いました。たとえば、憲法 25条のカー
ドには「生存権保障」と書いています。社会保障・公衆衛生増
進義務を国に求めています。「そんなの守られてない、真逆な
ことばかりだ」と怒ったり。おしゃべりも楽しく、あっという
間に時間がたちました。
　現実社会は物価高騰。75 歳以上の単身女性の貧困率は 3割、
年金は全女性受給者の 79％が月 10 万円未満。労働法制の規制
緩和で非正規の増加、不安
定な働き方が広がってい
ます。国民本位の政治がさ
れるように、「おかしいこ
とはおかしい！」とこれか
らも声をあげ、みんなの声
を集めることの大切さを、
日々感じています。



生活相談 ☆ホットライン☆ホットライン☆ホットライン☆ホットライン673−0002
お困りごとはありません

か？
お困りごとはありません

か？

当日は電話で相談を受け付します。電話イラストの上の番号におかけください。
市会議員　
きよた純子

きよた純子ニュース 12 月号　2022 年 11 月 16 日　No．114

12月21日水 14：00〜 15：30日　時：

1010
月
開
催
　
決
算
特
別
委
員
会
で
の
き
よ
た
純
子
の
発
言
の
一
部
を
掲
載

月
開
催
　
決
算
特
別
委
員
会
で
の
き
よ
た
純
子
の
発
言
の
一
部
を
掲
載

障
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
暮
ら
し
の
保
障
を

障
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
暮
ら
し
の
保
障
を

不
登
校
の
増
加
、
孤
立
さ
せ
な
い
支
援
を

不
登
校
の
増
加
、
孤
立
さ
せ
な
い
支
援
を

介
護
施
設
で
の
虐
待
、
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
を

介
護
施
設
で
の
虐
待
、
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
を

乳
幼
児
の
発
達
支
援
の
充
実
を

乳
幼
児
の
発
達
支
援
の
充
実
を

知
的
障
害
者
に
も
、
お
む
つ
の
支
給
を

知
的
障
害
者
に
も
、
お
む
つ
の
支
給
を

　
障
害
を
も
つ
子
ど
も
の

保
護
者
の
願
い
は
、
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
の
充
実
で
す
。
し

か
し
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

で
は
新
型
コ
ロ
ナ
へ
の
対

応
に
迫
ら
れ
、
厳
し
い
運

営
に
追
い
込
ま
れ
て
い
ま

す
。
私
は
市
に
「
知
的
障

　

高
槻
市
で
は
昨
年
度

の
小
中
学
校
の
不
登
校

の
子
ど
も
は
５
７
０
人
、

２
０
１
９
年
度
か
ら
の
３

年
間
で
２
３
８
人
増
え
て

い
ま
す
。

　
利
用
で
き
る
支
援
を
知

ら
な
く
て
、
１
人
で
悩
ん

　

厚
生
労
働
省
の
調
査

で
は
、
老
人
ホ
ー
ム
な

ど
介
護
施
設
の
職
員
に

よ
る
高
齢
者
虐
待
件
数

は
２
０
２
０
年
度
５
９
５

件
。
52
％
が
殴
る
な
ど

　
児
童
発
達
支
援
事
業
は

発
達
の
つ
ま
ず
き
や
障
害

の
あ
る
乳
幼
児
が
療
育
な

ど
を
受
け
ら
れ
る
通
所

サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
高
槻
市
に
は
57
の
事
業

所
あ
り
ま
す
が
、
17
の
事

業
所
は
送
迎
を
し
て
い
ま

せ
ん
。
J
R
よ
り
北
側
の

　
高
槻
市
で
は
日
常
生
活

用
具
の
紙
お
む
つ
の
支
給

は
身
体
障
害
者
に
限
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
知
的

障
害
者
も
対
象
に
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
た
と

え
ば
、
茨
木
市
で
は
実
施

し
て
い
ま
す
。
10
月
13
日

に
知
的
障
害
者
も
お
む
つ

支
給
の
対
象
に
す
る
こ
と

を
求
め
る
要
望
書
と
、
署

名
３
１
２
筆
が
高
槻
市
長

に
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
知

的
障
害
の
あ
る
子
ど
も
を

持
つ
保
護
者
か
ら
、「
自

害
者
の
家
族
で
構
成
さ
れ

る
団
体
、
手
を
つ
な
ぐ
親

の
会
か
ら
市
に
ど
ん
な
意

見
や
要
望
が
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
か
」
と
質
問
。
市

は
「
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

よ
う
24
時
間
３
６
５
日
の

支
援
体
制
が
可
能
な
報
酬

体
系
の
整
備
に
つ
い
て
の

で
い
る
人
が
多
く
い
ま
す
。

私
は
教
育
委
員
会
が
不
登

校
支
援
を
ま
と
め
た
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
を
作
る
こ
と
。

保
護
者
自
身
が
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
自
主
作
成
す
る

取
り
組
み
も
あ
り
、
支
援

す
る
よ
う
求
め
ま
し
た
。

の
身
体
的
虐
待
で
、
次
い

で
多
い
の
が
暴
言
な
ど
の

心
理
的
虐
待
で
26
・
１
％

で
す
。
虐
待
要
因
の
ト
ッ

プ
が
「
教
育
・
知
識
・
介

護
技
術
等
に
関
す
る
問
題
」

地
域
に
は
15
の
事
業
所
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。私
は「
通

い
た
く
て
も
通
え
な
い
と

い
う
声
を
き
く
。
通
え
な

い
状
況
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
」と
質
問
。
市
は「
送

迎
サ
ー
ビ
ス
を
活
用
し
な

が
ら
利
用
し
て
い
た
だ
い

て
い
る
」
と
答
弁
。
事
業

分
で
尿
意
の
意
思
表
示
が

で
き
ず
、お
む
つ
が
必
要
。

お
む
つ
代
は
年
６
万
円

ほ
ど
か
か
っ
て
い
る
。
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
費
用
な

ど
を
合
わ
せ
る
と
子
ど
も

の
障
害
年
金
だ
け
で
は
負

担
で
き
な
い
」
と
い
う
切

実
な
お
話
を
私
も
聞
き
し

ま
し
た
。

　
私
は
市
に
「
身
体
障
害

者
だ
け
で
な
く
、
知
的
障

害
者
に
も
支
給
す
る
と
し

た
場
合
に
、
国
や
府
の
補

助
の
交
付
対
象
と
な
る
の

要
望
が
あ
る
」
と
答
弁
。

私
は
「
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

で
の
暮
ら
し
を
保
障
し
て

い
く
こ
と
、
必
要
と
す
る

職
員
の
配
置
に
見
合
っ
た

報
酬
に
す
る
こ
と
が
必
要

だ
」
と
訴
え
ま
し
た
。

　
他
市
で
は
、
部
屋
の
つ

く
り
を
工
夫
し
、
支
援
員

が
い
る
、
居
心
地
の
い
い

居
場
所
を
常
設
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
私

は
「
柔
軟
に
対
応
で
き
る

整
備
が
必
要
だ
」
と
訴
え

ま
し
た
。

が
48
・
７
％
で
す
。

　
慢
性
的
な
人
手
不
足
が

あ
る
中
で
、
施
設
の
安
全

や
質
を
保
つ
た
め
に
は
、

介
護
職
員
の
処
遇
改
善
が

必
要
だ
と
指
摘
し
ま
し
た
。

所
が
遠
く
、
送
迎
時
間
が

長
く
な
れ
ば
子
ど
も
に
負

担
が
か
か
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
私
は
「
市
と
し
て

ニ
ー
ズ
を
調
査
し
、
改
善

す
べ
き
こ
と
は
国
に
意
見

を
あ
げ
て
い
く
こ
と
が
必

要
だ
」
と
求
め
ま
し
た
。

か
」
と
質
問
。
市
は
「
補

助
率
は
国
が
２
分
の
１
以

内
、
都
道
府
県
が
４
分
の

１
以
内
で
交
付
さ
れ
る
」

と
答
え
、
国
の
規
定
で
は

知
的
障
害
者
に
も
給
付
で

き
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。
私
は
「
知
的

障
害
者
も
お
む
つ
の
必
要

が
あ
れ
ば
、
日
常
生
活
用

具
の
対
象
に
す
る
の
は
当

然
の
こ
と
だ
」
と
訴
え
ま

し
た
。


